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全
国
一
斉
成
年
後
見
相
談
会

（
無
料
）

●
日
　
時　

9
月
19
日（
土
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

●
場
　
所

　

栃
木
県
司
法
書
士
会
館

　
（
宇
都
宮
市
幸
町
1
番
4
号
）

●
相
談
方
法　

面
談
・
電
話

●
相
談
内
容

　

成
年
後
見
（
高
齢
者
の
財
産
管

理
）
に
関
す
る
相
談

●
相
談
員

　

司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士

●
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

　

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
と
ち
ぎ
支
部

　

☎
0
2
8
-6
3
2
-9
4
2
0

行
政
書
士
電
話
無
料
相
談

●
日
　
時　

10
月
1
日（
木
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

●
相
談
窓
口

　

栃
木
県
行
政
書
士
会

　

☎
0
2
8
-6
3
5
-1
4
1
1

●
相
談
内
容

　

官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
、
そ

の
他
権
利
義
務
、
事
実
証
明
に
関

す
る
書
類
（
農
地
転
用
、
食
品
衛

生
・
建
設
業
・
風
俗
営
業
・
運
送

業
等
の
営
業
許
可
ま
た
は
更
新
、

相
続
に
関
す
る
書
類
、会
社
設
立
、

記
帳
代
行
、外
国
人
在
留
関
係
等
）

作
成
と
そ
の
提
出
先
、
提
出
方
法

に
つ
い
て
の
相
談
。
そ
の
他
行
政

手
続
き
や
許
可
等
の
申
請
に
関
す

る
各
種
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

法
の
日
無
料
相
談
会

　

行
政
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士
・

司
法
書
士
に
よ
る
、
合
同
無
料
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。

●
日
　
時　

10
月
4
日（
日
）　

　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

●
場
　
所

　

道
の
駅
「
思
川
」
小
山
評
定
館

●
相
談
内
容

　

相
続
・
贈
与
・
売
買
の
登
記
、

会
社
法
改
正
に
よ
る
登
記
、
建
物

の
登
記
、
分
筆
・
測
量
・
地
目
変

更
等
、
農
地
転
用
・
開
発
許
可
、

各
種
許
認
可
、
外
国
人
在
留
資
格

申
請
等
、
多
重
債
務
、
裁
判
事
務
、

成
年
後
見
等
に
つ
い
て

●
問
い
合
わ
せ
先

　

行
政
書
士
会
小
山
支
部
長

　

松
本　

伸
一
☎（
32
）3
0
9
0

　

土
地
家
屋
調
査
士
会
小
山
支
部
長

　

折
本　

茂 

☎（
27
）1
2
3
5

　

司
法
書
士
会
小
山
支
部
長

　

小
野 

正
夫
☎（
45
）9
2
3
4

無
料
の
多
重
債
務
相
談
窓
口

　

宇
都
宮
財
務
事
務
所
で
は
、
自

ら
の
収
入
で
返
済
し
き
れ
な
い
ほ
ど

の
借
金
を
抱
え
て
お
悩
み
の
方
か

ら
の
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
者
の
抱
え
る
借
金
の
状
況

な
ど
を
お
聞
き
し
て
、
必
要
に
応

じ
法
律
の
専
門
家
に
引
継
ぎ
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。

　

関
東
財
務
局
宇
都
宮
財
務
事
務
所

　

☎
0
2
8
-6
3
3
-6
2
2
1

 

（
代
表
）

●
受
付
日
時

　

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
正
午
、

　

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

●
費
用　

無
料

高
齢
者
総
合
相
談
事
業
の
ご
案
内

●
相
談
内
容

①
一
般
相
談（
セ
ン
タ
ー
相
談
員
他
）

②
専
門
相
談

・
医
療
・
健
康
相
談
（
内
科
医
師
）

・
医
療
・
健
康
相
談（
精
神
科
医
師
）

・
法
律
相
談
（
弁
護
士
）

※
相
談
日
時
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
そ
の
他

　

相
談
は
無
料
で
、
個
人
の
秘
密

は
固
く
守
り
ま
す
。
電
話
で
も
来

所
で
も
お
受
け
し
ま
す
。

●
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎
0
2
8
-6
2
7
-1
1
2
2

栃木県食品自主衛生管理認証制度
（とちぎハサップ）

　安全な食品を選びたいという消費者の
声に応えて県が進めているのが「とちぎ
ハサップ」という制度です。食品の安全
管理を確実に続けることができる店舗や
工場が認証されます。
　認証された施設は公表され、認証され
た店舗や工場と、そこで製造された食品
には、とちぎハサップの認証マークを表
示することができますので、食品購入や
お店選びに役立てることができます。

　問い合わせは、
　県生活衛生課
　（☎028-623-3114）
　または、
　最寄りの健康福祉
　センター
　までお願いします。

毎日の生活、債務で困っていませんか？
納付期限が近づいている等の督促状が日々、
郵送されていませんか？
●不景気で職場の経営状況が悪化し、毎月の給料が減ってしまった。
●リストラにより失業し、次の就職先がみつからない。
●クレジット支払が重なり、毎月の生活が苦しい。　
　などの理由でキャッシング等にて生活費を借り入れしたこと
により、債務が重なり日々の生活が苦しいものとなります。
「すぐ、返済するから大丈夫。」「また、借りればよい。」＝「多重
債務」です。全てを失う前に相談しましょう。日々の生活を笑
顔で生活できるように･･･
　今までの生活を変えなければ笑顔で生活することはできません。
　まずは、相談です。

下野市消費生活センター（市役所国分寺庁舎2階 生活安全課内）
専用ダイヤル　☎（44）4883

相談可能日　月曜～金曜　（土日・祝日及び年末年始を除く）
受 付 時 間　午前9時から午後４時（正午から午後1時を除く）
栃木県消費生活センターでは土曜日に電話相談のみ相談可能で
す。（受付時間　午前9時から午後４時）


